
１．管理部は各部門より上程される予定の取締役会決定事項をとりまとめ、適時開示の要・不要

を関係各部門と協議し、開示資料及び開示要否の判断に必要な情報を情報取扱責任者へ報告する。

２．情報取扱責任者は開示要否を判断し、開示が必要な場合は代表取締役社長に具申する。

３．代表取締役社長は取締役会に議案付議を行うとともに開示資料についても了承を求める。

４．取締役会にて決定・承認後、情報取扱責任者は管理部に開示資料を証券取引所に登録するよう指示する。
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１．管理部は各部門より発生事実を収集・取りまとめ、適時開示の要・不要を関係各部門と協議

し、開示資料及び開示要否の判断に必要な情報を情報取扱責任者へ報告する。

２．情報取扱責任者は開示要否を判断し、開示が必要な場合は代表取締役社長に具申する。

３．代表取締役社長の承認後、情報取扱責任者は管理部に開示資料を証券取引所に登録するよう指示する。
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【適時開示体制の概要（模式図）】

＜決定事実及び業績、配当予想の修正等＞

＜発生事実＞

＜決算情報＞

１．管理部は関係各部門と協力のうえ決算開示資料を作成し、情報取扱責任者に提出する。

２．情報取扱責任者は決算資料開示について代表取締役社長に具申する。

３．代表取締役社長は取締役会に決算案を付議し、決算開示資料についての了承を求める。

４．取締役会にて承認後、情報取扱責任者は管理部に決算開示資料を証券取引所に登録するよう指示する。
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